
「原子力災害時における広域避難に関する協定」についてのアンケート（広島県）その１

(1)避難者を
受け入れる
際のスター
トはどの時
点か

(2)連絡
ルートは決
まっている
か？（広島
県のどの部
署から連絡
されるの
か）

(3)施設
の収容状
況

(1)貴自治
体の避難経
由所・避難
場所は避難
計画書の基
準を満たし
ているか。

(2)避難所
のスペース
は1人あた
りどれくらい
か。プライ
バシーはど
のように守
られるの
か。

(3)福祉避
難所は、介
護用のトイ
レ・入浴設
備・ベッド・
衛生設備な
どが完備さ
れているか

(4)福祉
避難所は
受け入れ
要請があ
れば直ち
に対応で
きるか。

(5)福祉避
難所で受け
入れる要援
護者は、ど
のような人
たちが対象
になってい
るか。

(6)発達障
がい、知的
障がい、精
神障がいな
どの人たち
は、どこで
受け入れま
すか。

(7)避難が
長期化した
場合、社会
福祉施設、
仮設住宅、
賃貸住宅に
ついて確保
されている
か。

(8)避難所
の運営で配
慮すべき７
項目で、対
応が難しい
項目は？

広島市

広島県知事
からの協議
を受け、本
市において
受入の決定
をした時
点。

広島県危機
管理課

全員収容
できるよ
う確保し
ている。

一時避難所
は、避難元
市が島根県
内に設置す
る避難住民
の集合場所
であり、本
市が選定す
る避難場所
等とは異な
るものと考
えていま
す。

避難所の一
人当たりの
スペース、
２平方メート
ル。授乳室
等として使
用できる目
隠しテント。
必要に応じ
て、間仕切
り等を調
達。

広域福祉避
難所設置に
必要な設
備・備品等
は、広域福
祉避難所と
なる施設か
ら可能な限
り供与を受
けますが、
物資等が不
足する場合
は、避難元
となる県・市
が国が必要
に応じて調
達・要請す
ることとされ
ています。

対応でき
る

要配慮者の
うち、災害
が発生し、
又は災害が
発生するお
それがある
場合に、自
ら避難する
ことが困難
な方や避難
所生活で介
助等が必要
な方とされ
ています。

広域福祉避
難所の対象
となる方に
ついては、
体の状態な
どの状況に
応じて、特
別養護老人
ホーム、障
害者施設、
特別支援学
校、病院等
の施設内に
広域福祉避
難所を開設
し、受け入
れることとし
ています。

長期化した
場合の対応
について
は、避難元
となる県・市
が国と連携
して行うこと
とされてお
り、本市は
それに対す
る必要な支
援を行いま
す。

している。 ある。土砂
災害警戒区
域内に所在
する避難場
所であって
も構成要件
等により、
使用の可否
を判断して
います。ま
た、土砂災
害以外の他
の災害に適
応している
場合には、
避難場所と
して指定し
ています。

避難計画
は、原子力
発電所から
一定の距離
内にある自
治体が作成
していま
す。

本市の震
災対策用
の備蓄物
資の配布
や必要に
応じて協
定締結企
業等から
調達する
こととして
います。

該当がない 今後予定
してい
る。

協定して
いない

これまで、
適宜、検討
状況等の情
報提供や意
見交換を
行ってお
り、今後も
引き続き連
携を密にし
て頂きた
い。

廿日市市

島根県（災
対本部）か
ら広島県
（危機管理
課）を経由
して行われ
る。本市
は、日中は
危機管理課
が土日夜間
は防災セン
ター職員。

問１－（１）
の通り

全員収容
できるよ
う確保し
ている。

２平方メート
ル。レンタ
ル等で間仕
切りを手配
し設置す
る。着替え
や授乳等は
需要に応じ
て個室利用
等で対応

一部完備さ
れている。

対応でき
る

高齢者や障
害者等で身
体等の状況
や医療面で
ケアの必要
な人。

広域福祉避
難所へ避難
を行うこと
になる。具
体的には出
雲市広域避
難計画に掲
載済み。

・良好な生
活環境を確
保すること
・外国人へ
の配慮
・家庭動物
のためのス
ペースの確
保

していない ない 確保でき
ている

該当がない 今後予定
してい
る。

協定して
いない

１０、これま
での質問以
外で、貴自
治体におい
て未解決の
課題につい
て県や政府
の対応につ
いて改善を
要望したい
こと。

５、原子力
安全基盤機
構が示した
ガイドライン
を参考に避
難計画の配
慮をしてい
るか。

６、避難
施設での
食料や毛
布等避難
物資の備
蓄状況
は。

７、刑務所、
拘置所、少
年院など矯
正施設に入
所している
人の避難受
入れ施設を
確保してい
るか。

８、県と
の間での
情報連絡
を含めて
訓練など
が実施さ
れている
か。

９、広域
避難の受
入れに当
たり避難
元自治体
と応援協
定を締結
している
か。

自治体名

１、協定第２条の「避難者の受け入
れについて

２、島根県の避難計画書の基準等について ３、避難所
や仮設住宅
でのペット
受け入れへ
の配慮、動
物救護体制
の検討

４、貴自治
体で避難所
が警戒区
域・特別警
戒区域に指
定されてい
るところが
あるか。



「原子力災害時における広域避難に関する協定」についてのアンケート（広島県）その２

(1)避難者を
受け入れる
際のスター
トはどの時
点か

(2)連絡
ルートは決
まっている
か？（広島
県のどの部
署から連絡
されるの
か）

(3)施設
の収容状
況

(1)貴自治
体の避難経
由所・避難
場所は避難
計画書の基
準を満たし
ているか。

(2)避難所
のスペース
は1人あた
りどれくらい
か。プライ
バシーはど
のように守
られるの
か。

(3)福祉避
難所は、介
護用のトイ
レ・入浴設
備・ベッド・
衛生設備な
どが完備さ
れているか

(4)福祉
避難所は
受け入れ
要請があ
れば直ち
に対応で
きるか。

(5)福祉避
難所で受け
入れる要援
護者は、ど
のような人
たちが対象
になってい
るか。

(6)発達障
がい、知的
障がい、精
神障がいな
どの人たち
は、どこで
受け入れま
すか。

(7)避難が
長期化した
場合、社会
福祉施設、
仮設住宅、
賃貸住宅に
ついて確保
されている
か。

(8)避難所
の運営で配
慮すべき７
項目で、対
応が難しい
項目は？

大竹市

危機管理課 全員収容
できるよ
う確保し
ている。

島根県の基
準は参考に
ならない

２平方メート
ルパーテー
ション等で
個別に空間
を設ける。

島根県の広
域避難計画
に記載の基
準が示され
ており、そう
いった施設
を広域福祉
避難所とし
ている必要
な資機材に
ついては、
島根県や避
難元市が国
に要請し確
保されてい
ると聞いて
いる。

分からな
い

島根県の広
域避難計画
に記載のと
おり社会福
祉施設入所
者や在宅の
要援護者

要援護者に
ついては、
広域福祉避
難所におい
て受け入れ
る。（ある程
度仕切られ
た部屋があ
る施設とし
ているた
め）

・外国人へ
の配慮
・家庭動物
のためのス
ペースの確
保

していない ない 避難計画は
島根県の基
準による

確保でき
ていない

該当がない 実施予定
がない

協定して
いない

無し

呉市

広島県を通
じて本市に
避難者受入
れの要請の
あったとき。

決まってい
る。本市に
は広島県危
機管理課か
ら連絡があ
る。

全員収容
できるよ
う確保し
ている。

満たしてい
る

２平方メート
ル。プライ
バシーテン
トの備蓄。

一部完備さ
れていな
い。

分からな
い

障害者、高
齢者、要介
護者等特別
な配慮が必
要な方。

障害者施設
又は適応し
た医療施
設。

確保できて
いない。

無し。 している。 ある。小学
校・中学校
などである
が、特別警
戒区域内は
土砂災害時
には避難所
として開設
しない。警
戒区域無い
では2階以
上に避難す
ることとして
いる。

配慮してい
ない。

確保でき
ている。

確保してい
ない。

実施して
いる。

協定して
いない。

江田島市

広島県から
要請のあっ
た時点

危機管理課
から

全員収容
できるよ
う確保し
ている。

一部満たし
ている。

３平方メート
ル。

すべて完備
されている

対応でき
る

高齢者等一
般の避難所
生活では支
障のある
人。

福祉施設と
協議し、適
切な避難所
を確保す
る。

確保できて
いない。

無し。 している。 ない 配慮してい
ない。

確保でき
ている。

確保してい
ない。

実施予定
がない

検討中で
ある。

安芸高田市

東広島市

広島県から
の受入要請

危機管理課 全員収容
できるよ
う確保し
ている。

満たしてい
る

不明 一部完備さ
れている。

分からな
い

不明 不明 確保できて
いない。

・家庭動物
のためのス
ペースの確
保

していない 志和堀小学
校

配慮してい
ない。

確保でき
ている。

確保してい
ない。

実施予定
がない

協定して
いない。

５、原子力
安全基盤機
構が示した
ガイドライン
を参考に避
難計画の配
慮をしてい
るか。

自治体名

１、協定第２条の「避難者の受け入
れについて

２、島根県の避難計画書の基準等について ３、避難所
や仮設住宅
でのペット
受け入れへ
の配慮、動
物救護体制
の検討

４、貴自治
体で避難所
が警戒区
域・特別警
戒区域に指
定されてい
るところが
あるか。

６、避難
施設での
食料や毛
布等避難
物資の備
蓄状況
は。

７、刑務所、
拘置所、少
年院など矯
正施設に入
所している
人の避難受
入れ施設を
確保してい
るか。

８、県と
の間での
情報連絡
を含めて
訓練など
が実施さ
れている
か。

９、広域
避難の受
入れに当
たり避難
元自治体
と応援協
定を締結
している
か。

１０、これま
での質問以
外で、貴自
治体におい
て未解決の
課題につい
て県や政府
の対応につ
いて改善を
要望したい
こと。



「原子力災害時における広域避難に関する協定」についてのアンケート（広島県）その３

(1)避難者を
受け入れる
際のスター
トはどの時
点か

(2)連絡
ルートは決
まっている
か？（広島
県のどの部
署から連絡
されるの
か）

(3)施設
の収容状
況

(1)貴自治
体の避難経
由所・避難
場所は避難
計画書の基
準を満たし
ているか。

(2)避難所
のスペース
は1人あた
りどれくらい
か。プライ
バシーはど
のように守
られるの
か。

(3)福祉避
難所は、介
護用のトイ
レ・入浴設
備・ベッド・
衛生設備な
どが完備さ
れているか

(4)福祉
避難所は
受け入れ
要請があ
れば直ち
に対応で
きるか。

(5)福祉避
難所で受け
入れる要援
護者は、ど
のような人
たちが対象
になってい
るか。

(6)発達障
がい、知的
障がい、精
神障がいな
どの人たち
は、どこで
受け入れま
すか。

(7)避難が
長期化した
場合、社会
福祉施設、
仮設住宅、
賃貸住宅に
ついて確保
されている
か。

(8)避難所
の運営で配
慮すべき７
項目で、対
応が難しい
項目は？

竹原市

尾道市

島根県から
広島県県に
要請があ
り、広島県
から本市に
その連絡が
あった時点

危機管理監
危機管理課

全員収容
できるよ
う確保し
ている。

満たしてい
る

２平方メート
ル。プライ
バシーは、
間仕切り用
段ボール等
の活用等で
確保に努め
る予定。

福祉避難所
の候補施設
は、広域福
祉避難所に
指定してお
り、一定の
条件を満た
している。

施設ごと
の入所者
数は日々
変化して
いるた
め、災害
時の受入
人数や必
要な資機
材は、そ
の時点で
調整する
ものと考
えてい
る。

避難元の福
祉施設入所
者や集団生
活が困難な
在宅の要援
護者と理解
している。

集団生活が
困難な要援
護者は、広
域福祉避難
所等で受け
入れるもの
と理解して
いる。

仮設住宅等
について
は、受入れ
市で確保す
る計画では
ないので検
討していな
い。

男女のニー
ズの違い
等、外国
人、家庭動
物に関して
は、具体的
数字が示さ
れていない
ため回答で
きないが、
自然災害時
と同様にで
きる限り対
応を行う。

問２（８）前
段のとおり

ある。原発
災害に限ら
ず、指定避
難所は災害
種別ごとに
対応できる
避難所を分
けており、
原発災害に
ついて開設
できると考
えている。

本市は、避
難者が避難
経由所に到
達した時点
からの対応
であり、質
問のシュミ
レーション
は不要と判
断してい
る。

確保でき
ている。

協定には、
矯正施設の
事項はない

広域避難
に特定し
た訓練は
実施して
いない
が、様々
な災害を
想定した
情報伝達
訓練を毎
年数回実
施してい
る。

広域避難
に関する
協定は、
島根県と
広島県が
締結して
おり、関
係市間の
締結は不
要と考え
ている。
また、避
難元市の
松江市と
は原子力
災害に特
化した協
定ではな
いが、相
互応援協
定を締結
してい
る。

特になし

三原市

協定の第２
条に基づい
て、島根県
から広島県
に要請があ
り、広島県
から本市に
その連絡が
あった時点
と理解して
います。

広島県の危
機管理監危
機管理課か
ら本市の生
活環境部危
機管理に連
絡されま
す。

全員収容
できるよ
う確保し
ている。

避難経由所
や避難所は
一時集結所
と役割が異
なり、同一
基準で選定
していませ
ん。

有効面積が
明確な場合
は一人当た
り２平方
メートル。不
明確な場合
は３平方
メートル。ダ
ンボール間
仕切りの活
用を予定。

候補施設は
基本的に島
根県の定め
る要件を満
たしていま
す。

対応でき
る

避難元の災
害時要配慮
者（社会福
祉施設入所
者・在宅要
配慮者）と
理解してい
る。

状況に応じ
て福祉施設
所等での受
け入れを検
討していま
す。

受入れ市で
はなく避難
元市が確保
するものと
理解してい
ます。

男女のニー
ズの違い
等、外国
人、家庭動
物に関して
は、具体的
数字が示さ
れていない
ため回答で
きない。そ
の他の事項
は対応可
能。

問２（８）の
前段のとお
り。

ない。 配慮してい
ない。

確保でき
ていな
い。

協定には、
矯正施設の
事項はない
ありませ
ん。

広域避難
を特定し
た訓練は
実施して
いない。

協定して
いない。

特になし。

４、貴自治
体で避難所
が警戒区
域・特別警
戒区域に指
定されてい
るところが
あるか。

自治体名

１、協定第２条の「避難者の受け入
れについて

２、島根県の避難計画書の基準等について ３、避難所
や仮設住宅
でのペット
受け入れへ
の配慮、動
物救護体制
の検討

９、広域
避難の受
入れに当
たり避難
元自治体
と応援協
定を締結
している
か。

１０、これま
での質問以
外で、貴自
治体におい
て未解決の
課題につい
て県や政府
の対応につ
いて改善を
要望したい
こと。

５、原子力
安全基盤機
構が示した
ガイドライン
を参考に避
難計画の配
慮をしてい
るか。

６、避難
施設での
食料や毛
布等避難
物資の備
蓄状況
は。

７、刑務所、
拘置所、少
年院など矯
正施設に入
所している
人の避難受
入れ施設を
確保してい
るか。

８、県と
の間での
情報連絡
を含めて
訓練など
が実施さ
れている
か。



「原子力災害時における広域避難に関する協定」についてのアンケート（広島県）その４

(1)避難者を
受け入れる
際のスター
トはどの時
点か

(2)連絡
ルートは決
まっている
か？（広島
県のどの部
署から連絡
されるの
か）

(3)施設
の収容状
況

(1)貴自治
体の避難経
由所・避難
場所は避難
計画書の基
準を満たし
ているか。

(2)避難所
のスペース
は1人あた
りどれくらい
か。プライ
バシーはど
のように守
られるの
か。

(3)福祉避
難所は、介
護用のトイ
レ・入浴設
備・ベッド・
衛生設備な
どが完備さ
れているか

(4)福祉
避難所は
受け入れ
要請があ
れば直ち
に対応で
きるか。

(5)福祉避
難所で受け
入れる要援
護者は、ど
のような人
たちが対象
になってい
るか。

(6)発達障
がい、知的
障がい、精
神障がいな
どの人たち
は、どこで
受け入れま
すか。

(7)避難が
長期化した
場合、社会
福祉施設、
仮設住宅、
賃貸住宅に
ついて確保
されている
か。

(8)避難所
の運営で配
慮すべき７
項目で、対
応が難しい
項目は？

福山市

協定の第２
条に基づい
て、島根県
から広島県
に要請があ
り、広島県
から本市に
その連絡が
あった時
点。

広島県の危
機管理監危
機管理課か
ら本市の総
務部危機管
理防災課に
連絡され
る。

全員収容
できる。

避難経由所
や避難所は
一時集結所
と役割が異
なり、同一
基準で選定
していな
い。

２平方メート
ル。プライ
バシーは、
備蓄してい
る間仕切り
ユニットの
活用等で確
保に努める
予定。

福祉避難所
の候補施設
は、広域福
祉避難所に
指定してお
り、一定の
条件を満た
している。
島根県や避
難元市が国
に要請。

施設毎の
収容者数
は日々変
化してい
るため、
災害時の
受入人数
や必要な
資機材は
その時点
で調整

避難元の福
祉施設入所
者や集団生
活が困難な
在宅の要配
慮者と理解
している。

集団生活が
困難な要配
慮者は、広
域福祉避難
所等で受け
入れるもの
と理解して
いる。

仮設住宅等
について
は、受入れ
市ではなく
避難元市が
確保するも
のと理解し
ている。

男女のニー
ズの違い
等、外国
人、家庭動
物に関して
は、具体的
数字が示さ
れていない
ため回答で
きない。そ
の他の事項
は対応可
能。

問２（８）の
前段の通
り。

ない。 本市は、避
難者が避難
経由所に到
達した時点
からの対応
であり、質
問のシュミ
レーション
は不要と判
断してい
る。

確保でき
ている。

協定には、
矯正施設の
事項はない

広域避難
を特定し
た訓練は
実施して
いない
が、様々
な災害を
想定した
情報伝達
訓練を年
数回実施
してい
る。

広域避難
に関する
協定は、
島根県と
広島県が
締結して
おり、関
係市間の
締結は不
要と考え
ている。

特にない。

府中市

協定の第２
条に基づい
て、島根県
から広島県
に要請があ
り、広島県
から本市に
その連絡が
あった時
点。

危機管理課
から本市総
務部総務課
に連絡され
る。

全員収容
できるよ
う確保し
ている。

一時集結場
所、避難経
由所、避難
所はそれぞ
れの役割が
異なるた
め、同一基
準で選定し
ていない。

本市の指定
避難所にお
ける収容可
能人数は、
一人当たり
２平方メート
ルで計算し
ている。プ
ライバシー
の確保につ
いては、間
仕切りユ
ニットの活
用等で確保
に努める予
定。

一部完備し
ている。島
根県等から
求められた
設備は備え
ている。

分からな
い。施設
ごとの収
容者数は
日々変化
している
ため、受
け入れ要
請時に調
整するも
のと考え
ている。

避難元の福
祉施設入所
者や在宅の
要介護者と
理解してい
る。

集団生活が
困難な要配
慮者は、広
域福祉避難
所等で受け
入れるもの
と理解して
いる。

確保できて
いない。仮
設住宅等に
ついては、
避難元市が
確保するも
のと理解し
ている。

男女のニー
ズ等、外国
人、家庭動
物に関して
は、具体的
数字が示さ
れていない
ため回答で
きない。そ
の他の事項
は対応可
能。

問２（８）の
回答と同
じ。

ない。 配慮してい
ない。避難
者受入先
は、避難者
が避難経由
所に到達し
た時点から
の対応であ
り、質問の
シュミレー
ションは不
要と判断し
ている。

確保でき
ている。

該当がな
い。

実施して
いる。広
域避難を
特定した
訓練は実
施してい
ないが、
毎年様々
な災害を
想定した
情報伝達
訓練を年
数回実施
しており、
円滑な情
報伝達を
確保して
いる。

協定して
いない。
広域避難
に関する
協定は、
広島県と
島根県が
締結して
おり、関
係市間の
締結は不
要と考え
ている。

特にない。

三次市

島根県⇒広
島県。広島
県から要請
があった時
点。

広島県危機
管理監から
三次市総務
部危機管理
課

全員収容
できるよ
う確保し
ている。

一部満たし
ている

２～３平方
メートル。
パーテー
ションなど。

すべて完備
されている

対応でき
る

高齢者、障
害者、妊婦

十日市コ
ミュニティセ
ンターなど
コミュニティ
センターを
選定。

確保できて
いない

・収容され
ている人の
情報把握
・自主的な
運営への移
行
・外国人へ
の配慮
・家庭動物
のための配
慮

していな
い。

ない 配慮してい
ない

確保でき
ている。

該当がない 実施予定
がない

検討中で
ある。

特になし

４、貴自治
体で避難所
が警戒区
域・特別警
戒区域に指
定されてい
るところが
あるか。

９、広域
避難の受
入れに当
たり避難
元自治体
と応援協
定を締結
している
か。

１０、これま
での質問以
外で、貴自
治体におい
て未解決の
課題につい
て県や政府
の対応につ
いて改善を
要望したい
こと。

５、原子力
安全基盤機
構が示した
ガイドライン
を参考に避
難計画の配
慮をしてい
るか。

６、避難
施設での
食料や毛
布等避難
物資の備
蓄状況
は。

７、刑務所、
拘置所、少
年院など矯
正施設に入
所している
人の避難受
入れ施設を
確保してい
るか。

８、県と
の間での
情報連絡
を含めて
訓練など
が実施さ
れている
か。

自治体名

１、協定第２条の「避難者の受け入
れについて

２、島根県の避難計画書の基準等について ３、避難所
や仮設住宅
でのペット
受け入れへ
の配慮、動
物救護体制
の検討



「原子力災害時における広域避難に関する協定」についてのアンケート（広島県）その５

(1)避難者を
受け入れる
際のスター
トはどの時
点か

(2)連絡
ルートは決
まっている
か？（広島
県のどの部
署から連絡
されるの
か）

(3)施設
の収容状
況

(1)貴自治
体の避難経
由所・避難
場所は避難
計画書の基
準を満たし
ているか。

(2)避難所
のスペース
は1人あた
りどれくらい
か。プライ
バシーはど
のように守
られるの
か。

(3)福祉避
難所は、介
護用のトイ
レ・入浴設
備・ベッド・
衛生設備な
どが完備さ
れているか

(4)福祉
避難所は
受け入れ
要請があ
れば直ち
に対応で
きるか。

(5)福祉避
難所で受け
入れる要援
護者は、ど
のような人
たちが対象
になってい
るか。

(6)発達障
がい、知的
障がい、精
神障がいな
どの人たち
は、どこで
受け入れま
すか。

(7)避難が
長期化した
場合、社会
福祉施設、
仮設住宅、
賃貸住宅に
ついて確保
されている
か。

(8)避難所
の運営で配
慮すべき７
項目で、対
応が難しい
項目は？

庄原市

府中町

広島県から
の避難元の
受け入れ要
請の時点

広島県危機
管理課

全員収容
できるよ
う確保し
ている。

満たしてい
る

３．３平方
メートル
・更衣室の
確保。
・パーテー
ションの設
置

すべて完備
されている

対応でき
る

高齢者、身
体が不自由
な人たち、
障害者

・府中町ふ
れあい福祉
センター
・福寿館
・社会福祉
法人　福祉
の郷　なな
いろ作業所

確保できて
いない

・男女の
ニーズの違
いへの配慮
・外国人へ
の配慮
・家庭動物
のためのス
ペースの確
保

していな
い。

ない 配慮してい
ない

確保でき
ていな
い。

該当がない 実施予定
がない

協定して
いない

特になし

海田町

広島県から
受入れ要請
があった時
点を想定し
ています。

広島県危機
管理監危機
管理課

全員収容
できるよ
う確保し
ている。

一時集結所
について
は、島根県
広域避難計
画にあるよ
う島根県内
に設置する
ものである
ことから、避
難所とは別
なもので、
避難所等の
基準の参考
にはならな
いものと考
えます。

約２～３平
方メートル
必要に応じ
て、段ボー
ル製の間仕
切り等を設
置する予定
です。

一部完備さ
れている。

分からな
い。

島根県から
要請のあっ
た要援護者
を対象とし
ています。

福祉避難所
として指定
している施
設以外には
検討してい
ません。

島根県にお
ける検討結
果を受けて
検討したい
と考えま
す。

・避難先に
収容されて
いる避難住
民に係る情
報の早期把
握
・避難住民
が相互に助
け合う自治
的な組織が
主体的に運
営する体制
への早期移
行
・男女の
ニーズの違
いへの配慮
・外国人へ
の配慮　・
家庭動物の
ためのス
ペースの確
保

していな
い。

ない 配慮してい
ない

確保でき
ている

対象となっ
ていないこ
とから、不
明です。

実施予定
がない

協定して
いない

特になし

９、広域
避難の受
入れに当
たり避難
元自治体
と応援協
定を締結
している
か。

自治体名

１、協定第２条の「避難者の受け入
れについて

２、島根県の避難計画書の基準等について ３、避難所
や仮設住宅
でのペット
受け入れへ
の配慮、動
物救護体制
の検討

５、原子力
安全基盤機
構が示した
ガイドライン
を参考に避
難計画の配
慮をしてい
るか。

６、避難
施設での
食料や毛
布等避難
物資の備
蓄状況
は。

７、刑務所、
拘置所、少
年院など矯
正施設に入
所している
人の避難受
入れ施設を
確保してい
るか。

８、県と
の間での
情報連絡
を含めて
訓練など
が実施さ
れている
か。

４、貴自治
体で避難所
が警戒区
域・特別警
戒区域に指
定されてい
るところが
あるか。

１０、これま
での質問以
外で、貴自
治体におい
て未解決の
課題につい
て県や政府
の対応につ
いて改善を
要望したい
こと。



「原子力災害時における広域避難に関する協定」についてのアンケート（広島県）その６

(1)避難者を
受け入れる
際のスター
トはどの時
点か

(2)連絡
ルートは決
まっている
か？（広島
県のどの部
署から連絡
されるの
か）

(3)施設
の収容状
況

(1)貴自治
体の避難経
由所・避難
場所は避難
計画書の基
準を満たし
ているか。

(2)避難所
のスペース
は1人あた
りどれくらい
か。プライ
バシーはど
のように守
られるの
か。

(3)福祉避
難所は、介
護用のトイ
レ・入浴設
備・ベッド・
衛生設備な
どが完備さ
れているか

(4)福祉
避難所は
受け入れ
要請があ
れば直ち
に対応で
きるか。

(5)福祉避
難所で受け
入れる要援
護者は、ど
のような人
たちが対象
になってい
るか。

(6)発達障
がい、知的
障がい、精
神障がいな
どの人たち
は、どこで
受け入れま
すか。

(7)避難が
長期化した
場合、社会
福祉施設、
仮設住宅、
賃貸住宅に
ついて確保
されている
か。

(8)避難所
の運営で配
慮すべき７
項目で、対
応が難しい
項目は？

熊野町

施設外へ放
射性物質が
放出され、
ＯＩＬ２以上
の状態が確
認された
後、国・島
根県の判断
を経て広島
県経由で避
難受入要請
を受けた時
点。

広島県危機
管理監危機
管理課

全員収容
できるよ
う確保し
ている。

満たしてい
る

教室・客室
等：３平方
メートル
講堂・体育
館：２平方
メートル
避難所用仕
切りの設
置、部屋分
け（着替え、
授乳スペー
スなど）

すべて完備
されている

対応でき
る

高齢者、障
がい者、妊
産婦、乳
児、病弱者
等、指定避
難所での生
活に支障を
きたすた
め、指定避
難所の生活
に何らかの
特別は配慮
を必要とし、
介護保険施
設や医療機
関等に入
所・入院に
至らない程
度の住宅の
要援者（以
下「要援護
者」とい
う。）及びそ
の家族等の
介助者（原
則１人）

熊野町老人
福祉セン
ター

確保できて
いない

全て難しい している ない 配慮してい
ない

確保でき
ている

該当がない 実施予定
がない

協定して
いない

特になし

坂町

安芸太田町

４、貴自治
体で避難所
が警戒区
域・特別警
戒区域に指
定されてい
るところが
あるか。

１０、これま
での質問以
外で、貴自
治体におい
て未解決の
課題につい
て県や政府
の対応につ
いて改善を
要望したい
こと。

５、原子力
安全基盤機
構が示した
ガイドライン
を参考に避
難計画の配
慮をしてい
るか。

６、避難
施設での
食料や毛
布等避難
物資の備
蓄状況
は。

７、刑務所、
拘置所、少
年院など矯
正施設に入
所している
人の避難受
入れ施設を
確保してい
るか。

８、県と
の間での
情報連絡
を含めて
訓練など
が実施さ
れている
か。

９、広域
避難の受
入れに当
たり避難
元自治体
と応援協
定を締結
している
か。

自治体名

１、協定第２条の「避難者の受け入
れについて

２、島根県の避難計画書の基準等について ３、避難所
や仮設住宅
でのペット
受け入れへ
の配慮、動
物救護体制
の検討



「原子力災害時における広域避難に関する協定」についてのアンケート（広島県）その７

(1)避難者を
受け入れる
際のスター
トはどの時
点か

(2)連絡
ルートは決
まっている
か？（広島
県のどの部
署から連絡
されるの
か）

(3)施設
の収容状
況

(1)貴自治
体の避難経
由所・避難
場所は避難
計画書の基
準を満たし
ているか。

(2)避難所
のスペース
は1人あた
りどれくらい
か。プライ
バシーはど
のように守
られるの
か。

(3)福祉避
難所は、介
護用のトイ
レ・入浴設
備・ベッド・
衛生設備な
どが完備さ
れているか

(4)福祉
避難所は
受け入れ
要請があ
れば直ち
に対応で
きるか。

(5)福祉避
難所で受け
入れる要援
護者は、ど
のような人
たちが対象
になってい
るか。

(6)発達障
がい、知的
障がい、精
神障がいな
どの人たち
は、どこで
受け入れま
すか。

(7)避難が
長期化した
場合、社会
福祉施設、
仮設住宅、
賃貸住宅に
ついて確保
されている
か。

(8)避難所
の運営で配
慮すべき７
項目で、対
応が難しい
項目は？

北広島町

大崎上島町

世羅町

協定に基づ
き、島根県
から広島県
に要請があ
り、その後
広島県から
本町にその
連絡があっ
た時点。

広島県危機
管理監危機
管理課から
本町総務課
へ。

全員収容
できるよ
う確保し
ている。

一部満たし
ている。一
時集結場所
と避難所等
は役割は異
なり、同一
の基準では
ない。

一人当たり
２平方メート
ル。段ボー
ル、ベニア
板等、活用
出来る物を
使用し、間
仕切りを行
う。

一部完備さ
れている。

分からな
い。避難
者数施設
の収容可
能人数の
変動、さ
らに、災
害によっ
ては本町
の避難者
も発生す
るため、
その時点
での検討
が必要。

福祉施設入
所者の他、
集団生活が
困難な要配
慮者。

対象者の人
数、避難所
の状況等を
考慮して施
設は選定す
る。

確保できて
いない。仮
設住宅等に
ついては、
避難元自治
体が確保す
るものと理
解してい
る。

男女のニー
ズ、外国
人、家庭動
物の３点は
現時点で状
況が不明に
つき回答不
能。

していな
い。

ない 配慮してい
ない

確保でき
ていな
い。

該当がない 実施予定
がない

検討中で
ある。

５、原子力
安全基盤機
構が示した
ガイドライン
を参考に避
難計画の配
慮をしてい
るか。

６、避難
施設での
食料や毛
布等避難
物資の備
蓄状況
は。

７、刑務所、
拘置所、少
年院など矯
正施設に入
所している
人の避難受
入れ施設を
確保してい
るか。

８、県と
の間での
情報連絡
を含めて
訓練など
が実施さ
れている
か。

自治体名

１、協定第２条の「避難者の受け入
れについて

２、島根県の避難計画書の基準等について ３、避難所
や仮設住宅
でのペット
受け入れへ
の配慮、動
物救護体制
の検討

９、広域
避難の受
入れに当
たり避難
元自治体
と応援協
定を締結
している
か。

１０、これま
での質問以
外で、貴自
治体におい
て未解決の
課題につい
て県や政府
の対応につ
いて改善を
要望したい
こと。

４、貴自治
体で避難所
が警戒区
域・特別警
戒区域に指
定されてい
るところが
あるか。



「原子力災害時における広域避難に関する協定」についてのアンケート（広島県）その８

(1)避難者を
受け入れる
際のスター
トはどの時
点か

(2)連絡
ルートは決
まっている
か？（広島
県のどの部
署から連絡
されるの
か）

(3)施設
の収容状
況

(1)貴自治
体の避難経
由所・避難
場所は避難
計画書の基
準を満たし
ているか。

(2)避難所
のスペース
は1人あた
りどれくらい
か。プライ
バシーはど
のように守
られるの
か。

(3)福祉避
難所は、介
護用のトイ
レ・入浴設
備・ベッド・
衛生設備な
どが完備さ
れているか

(4)福祉
避難所は
受け入れ
要請があ
れば直ち
に対応で
きるか。

(5)福祉避
難所で受け
入れる要援
護者は、ど
のような人
たちが対象
になってい
るか。

(6)発達障
がい、知的
障がい、精
神障がいな
どの人たち
は、どこで
受け入れま
すか。

(7)避難が
長期化した
場合、社会
福祉施設、
仮設住宅、
賃貸住宅に
ついて確保
されている
か。

(8)避難所
の運営で配
慮すべき７
項目で、対
応が難しい
項目は？

神石高原町

協定の第２
条に基づい
て、島根県
から広島県
に要請があ
り、広島県
から本町に
その連絡が
あった時
点。

広島県危機
管理監危機
管理課

全員収容
できる。

避難経由所
と避難所は
一時集積所
とは役割が
異なり、同
一基準で選
定していな
い。

一人当たり
２平方メート
ルで計算し
ている。プ
ライバシー
の確保対策
はできてい
ない。

福祉避難所
の候補施設
として本町
から回答し
ている施設
は、宿泊施
設ではない
ので、必要
な器具等は
整っていな
い。受け入
れに必要な
資機材につ
いては。島
根県や避難
元市が国等
に要請し、
確保される
と理解して
いる。

災害時の
受入人数
や必要な
資機材
は、その
時点で調
整するも
のと理解
してい
る。

避難元の福
祉施設入所
者や集団生
活が困難な
在宅の要援
護者と理解
している。

集団生活が
困難な要援
護者は、広
域福祉避難
所等で受け
入れるもの
と理解して
いる。

仮設住宅等
について
は、受入れ
町ではなく
避難元市が
確保するも
のと理解し
ている。

男女のニー
ズの違い
等、外国
人、家庭動
物に関して
は、具体的
数字が示さ
れていない
ため回答で
きない。そ
の他の事項
は対応可
能。

問２（８）前
段のとおり

ない 本町は、避
難者が避難
経由所に到
達した時点
からの対応
であり、質
問のシュミ
レーション
は不要と判
断してい
る。

確保でき
ていな
い。

協定には、
矯正施設の
事項はない

広域避難
に特定し
た訓練は
実施して
いない
が、様々
な災害を
想定した
情報伝達
訓練を毎
年数回実
施してい
る。

広域避難
に関する
協定は、
島根県と
広島県が
締結して
おり、関
係市町間
の締結は
不要と考
えてい
る。

特にない。

９、広域
避難の受
入れに当
たり避難
元自治体
と応援協
定を締結
している
か。

１０、これま
での質問以
外で、貴自
治体におい
て未解決の
課題につい
て県や政府
の対応につ
いて改善を
要望したい
こと。

５、原子力
安全基盤機
構が示した
ガイドライン
を参考に避
難計画の配
慮をしてい
るか。

６、避難
施設での
食料や毛
布等避難
物資の備
蓄状況
は。

７、刑務所、
拘置所、少
年院など矯
正施設に入
所している
人の避難受
入れ施設を
確保してい
るか。

８、県と
の間での
情報連絡
を含めて
訓練など
が実施さ
れている
か。

４、貴自治
体で避難所
が警戒区
域・特別警
戒区域に指
定されてい
るところが
あるか。

自治体名

１、協定第２条の「避難者の受け入
れについて

２、島根県の避難計画書の基準等について ３、避難所
や仮設住宅
でのペット
受け入れへ
の配慮、動
物救護体制
の検討


